
第160回定時株主総会招集ご通知に際しての

電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

会社の支配に関する基本方針
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

三菱製紙株式会社

「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体
制の運用状況の概要」、「会社の支配に関する基本方針」、「連結株主資
本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」、「個別注
記表」につきましては、法令並びに定款第15条の規定に基づき、書面
交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事
項記載書面）への記載を省略しております。



業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての基本方針は、以下の
とおりであります。（最終改定：2025年５月30日）

―　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方　―

　当社は、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社
会に貢献する」をグループの企業理念として企業活動を行っています。この理念のもと、当社グルー
プと社会の持続的な成長（サステナビリティ）を重視した経営を推進し、経営の透明性を高め、コー
ポレートガバナンスの充実に取り組みます。
　これを具体的に進めていくため、「三菱製紙株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」
を制定しています。

―　基本方針　―

１．取締役、使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
　「三菱製紙グループ企業行動憲章」及び「三菱製紙グループコンプライアンス行動基準」を制定
し、役員及び従業員が企業倫理に関する理解を深めるための活動を行うことにより、法令等遵守
をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。

・会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しています。独立社外取締役を取締役の３分の１
超となる３名選任し、多様性も意識した構成にする等、取締役会に求められる役割を十分に果た
せる体制を構築しています。

・経営陣の指名と報酬について、客観性と透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として
独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会を設置しています。

・サステナビリティ推進委員会の下に、リスク統括部コンプライアンス統括室が主管するコンプラ
イアンス委員会を設置し、グループ全体への同憲章及び同基準の周知と法令等遵守意識の浸透を
図ります。

・役員及び従業員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに職制を通じてコンプラ
イアンス統括室に報告し、又は社内外を窓口とする内部通報制度を通じて通報します。当該問題
に対処すべき部門は、コンプライアンス統括室や内部監査部等と協議の上、原因の究明と再発防
止策を立案・実施します。

・反社会的勢力の排除に向け、これら勢力に対して関係を一切遮断することを同憲章及び同基準に
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明記して当社グループの姿勢を明確化するとともに、反社会的勢力には毅然と対応いたします。
・内部監査部は、コンプライアンスの状況を監査します。
・これらのコンプライアンス活動の概要、内部通報の状況については、コンプライアンス統括室や

内部監査部が取締役会に報告します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、「文書管理規定」「情報管理規定」等に従い、
文書又は電磁情報により記録し保存します。取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧でき
るものとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスクマネジメント基本規程に基づき、事業を取り巻く様々なリスクを適切に管理のうえ対応
する体制を整備し運用しています。

・サステナビリティ推進委員会の下に、リスクマネジメント委員会を設置し、経営に影響を与える
リスクを認識・把握し、それに対応する体制を整備し、その状況を取締役会に報告します。

・本社各部署、各工場は、適切な業務推進のために諸規則、マニュアル等を整備し、平時における
予防体制と有事の際に迅速に対応できる体制を構築しています。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、中期経営計画において連結ベースの基本計画を定め、各担当取締役は、担当部門
が達成すべき具体的な目標及び効率的な達成方法（執行役員、ミッション・エグゼクティブへの
権限委譲を含む）を定めます。

・執行役員制を採用することにより、監督機能と執行機能を区分し、取締役会のスリム化と経営の
意思決定のスピードアップ、業務執行の責任の明確化を図っています。

・事業部制を採り、各事業部に収益責任と権限を持たせています。
・毎期主要な業績評価指標（KPI）を設定し、取締役会は定期的にその結果を評価し、効率化を阻害

する要因を排除・低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高めます。

５．当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「子会社等管理規定」に基づき、本社所管部門が子会社の指導・監督を行うことで、当社グルー
プの子会社を適正に管理しています。

・所管部門が子会社から定期及び随時に報告を受ける体制を整備し、重要案件については子会社が
所管部門や当社幹部の承認を受ける体制とします。
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・リスク統括部が子会社も含めたグループ全体のリスク管理を、またコンプライアンス統括室が子
会社も含めたグループ全体のコンプライアンスを統括します。

・子会社を含めた内部通報制度を設け、本社内部監査部又は社外の専門会社に直接通報できる制度
を設けます。

・「子会社等管理規定」に基づき、当社グループにおける業務の適正を確保するため、内部監査部に
加え関係する部署が必要に応じて子会社の監査を実施します。

６．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及び使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

・監査役の職務を補助する使用人（監査役附）を選任します。当該監査役附は監査役の指揮命
令に従うものとし、取締役又は取締役会は、当該監査役附の独立性が不当に制限されないよ
う必要な体制を確保します。

ロ．�当社及び子会社の取締役・使用人・子会社の監査役、又はこれらの者から報告を受けた者が
監査役へ報告するための体制

・監査役は、取締役会及び主要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、及び当該取締役・
使用人等への情報収集を通じて、重要な業務執行における意思決定の過程及び取締役の執行
状況を監督します。

・監査役の求めに応じ、定期的及び随時に、業務執行について速やかに報告を行う体制を整備
します。報告には、リスクマネジメント、内部監査、及び内部通報等のコンプライアンスの
状況を含みます。

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項については直ちに監査役へ報告します。
ハ．�前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制

・社内規定にて、報告者が当該不利益を被ることのない体制を確保します。
ニ．監査役の職務の執行により生ずる費用の処理に係る方針

・監査役が当該費用を請求した時は、速やかにこれを支払います。
ホ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・ 監査役は当社の経営課題や監査環境整備等について代表取締役との相互理解を深めるため、
定期的な会合を開催します。
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・監査役、内部監査部、会計監査人の間で意見交換を行い効果的な連携を図ります。
・ほか、必要に応じ、弁護士等外部専門家との連携を図ります。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　2025年３月期に実施した業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

（職務執行体制）
・2025年３月期は、取締役８名（うち独立社外取締役３名）、監査役４名（うち独立社外監査役２名）に

より取締役会並びに監査役会を構成し、執行役員９名（うち取締役兼務者５名）及びミッション・エ
グゼクティブ10名により、業務執行に当たりました。取締役及び監査役にそれぞれ女性１名が参画し、
定例取締役会13回、臨時取締役会3回、監査役会15回を開催し、多様な観点から経営に関する重要事項
の決定や業務執行の監督、監査を行いました。

・取締役会付議事項等を社外取締役、社外監査役へ説明する社外役員経営説明会（原則月１～２回）に
おいて、社外役員が希望するテーマを取り上げる等により、執行活動への理解促進と議論の活性化を
図りました。オフサイトでの意見交換等の機会も設けたことで取締役間の課題共有が進み、取締役会
がより活性化しました。

・また、取締役会の実効性評価として、全取締役及び監査役へのアンケート及びインタビューとそれに
基づく取締役会での議論を実施し、現状認識と抽出された課題について対応方針を共有し、取締役会
の実効性を高めています。

（コンプライアンス体制）
・2025年３月期は、コンプライアンス委員会を２回開催し、研修計画の立案や実施状況の確認、ビジネ

スと人権に関する動向の確認及び当社グループと人権との関係の調査、人権課題への取組の検討、法
令等に基づく手続実施状況の点検、内部通報制度の通報状況の確認等を行いました。

・国内グループ会社全役職員（パート社員、派遣社員含む）を対象とする研修を実施しました。耐熱プ
レスボードに関する品質不適切事案が判明したことを踏まえ、不正事案や組織風土改革をテーマとし
ました。

・国内グループ会社を含む各職場にコンプライアンス推進リーダーを配置しており、推進リーダーのス
キルアップも図りながら、推進リーダーが各職場において情報共有とコンプライアンス意識の向上に
向けた取り組みを展開しています。加えて、イントラネットも活用し、国内グループ会社全役職員に
定期的な情報提供を行っています。

・また、2025年４月にコンプライアンス推進機能を強化した組織へ体制変更を実施しました。
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（リスク管理体制）
・2025年３月期は、リスクマネジメント委員会を２回開催し、事業環境の変化等に応じて当社グループ

に存在するリスクの特定と分析・評価及び対応策の策定、事業継続計画（BCP）の再点検、緊急対応
訓練の実施状況等、当社グループのリスクマネジメントについて統括し、活動を進めました。

・当社グループは気候変動への対応を重要な経営課題と捉え、リスクマネジメント委員会の下に全社横
断的なTCFD対応プロジェクトチームを設けて気候変動関連リスクを検討し、TCFDに賛同のうえ開示
を行っています。

・また、2025年４月よりリスク管理体制を強化するため、新たにリスク統括部を設置しました。

（品質保証体制）
・従来工場に所属していた品質保証部門について、2025年４月より本社の技術本部安全環境品質保証

 部の所属に変更し、独立性を担保する組織改正を実施しました。
・あわせて、品質監査実施組織を明確化するため、技術本部内に独立した技術監査部を設置しました。

（子会社管理）
・当社は、「子会社等管理規定」に基づき、当社グループの子会社管理の適正化と強化のため、当社の本

社所管部門が子会社の指導・監督を行っています。2023年より子会社統合を段階的に進め2025年３月
末には子会社数は25社から11社に減少しました。これによりグループ一体での経営推進体制を強化す
ると共に、関係する担当部署が子会社を監査し、適切な運用がなされていることを確認しました。

（内部監査）
・内部監査部において、事業活動の全般にわたり、年間計画に基づき監査を実施し、適切な運用がなさ

れていることを確認しています。

（監査役監査）

・常勤監査役は、取締役会に加え経営会議など重要会議に出席し、業務執行の意思決定等を確認してい
ます。社外監査役は、取締役会のほか社外役員経営説明会への出席により、経営会議等の内容を把握
しています。

・また、監査役会として、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換会を開催し、監査の実効性を
高めています。
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会社の支配に関する基本方針
①　基本方針の内容

　上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買
付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、
当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付に応募するかど
うかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えております。
　他方、当社グループは、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環
境保全、循環型社会に貢献する」を企業理念として、お客様とともに成長・進化してきた経験、専
門性を有する人材、築き上げてきた信頼とそれに基づく取引先等様々なステークホルダーとの密接
な関係等の経営資源の上に事業を行ってまいりました。これらの経営資源は、それぞれ永年に渡っ
て培われたノウハウとブランドを有し、相互に機能することで更なる価値を生み出しています。
　私たちは、このようにして価値を生み出し続けることで、中長期的な企業価値向上に取り組むと
ともに、持続可能な社会への貢献を果たす責務があると考えていますが、これらの社会的責務は、
一朝一夕には果たせるものではなく、安定的な経営基盤の構築により果たせるものであり、その重
要性は本対応方針の導入時と変わるものではありません。近時においても、当社グループの企業価
値を毀損するおそれのある大量買付行為が行われるリスクは依然として存在しており、当社取締役
会としては、この責務に対するリスクには十分な備えは必要であり、そのような大量買付行為が行
われる際には、株主の皆様が必要とする適切な情報を提供する責任があると考えております。
　当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある買収提案や大量買付行為
が行われる場合には、当該行動を行う者に対し、株主の皆様が検討するために必要とされる時間と
情報を十分に確保できるよう要請するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されるこ
とがないよう、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で、会社法、金融商品取引法、その他
関連法令の許容する範囲内において適切と考えられるあらゆる措置（いわゆる買収防衛策を含む）
を講じてまいります。

②　基本方針の実現に資する特別な取組み
　当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただけるよう、当社の企業
価値・株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、2025年5月14日リリースの「中期経営
計画（2026年３月期－2028年３月期）」に記載の施策を実施しております。
　これらの取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためのものであることから、
上記①の基本方針の内容に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 36,561 6,523 17,336 △416 60,005

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △446 △446
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,343 4,343

自 己 株 式 の 処 分 12 12

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

連 結 範 囲 の 変 動 △0 0 0

合 併 に よ る 増 加 0 0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 0 3,897 11 3,908

当 期 末 残 高 36,561 6,524 21,233 △405 63,914

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非　支　配
株 主 持 分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 9,399 763 20,763 30,926 22 90,954

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △446
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,343

自 己 株 式 の 処 分 12

自 己 株 式 の 取 得 △0

連 結 範 囲 の 変 動 0

合 併 に よ る 増 加 0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △1,359 336 △8,561 △9,584 3 △9,580

当 期 変 動 額 合 計 △1,359 336 △8,561 △9,584 3 △5,672

当 期 末 残 高 8,039 1,100 12,201 21,341 26 85,282

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）� （単位：百万円）
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数　　　　　　　　11社

主要な連結子会社の名称　　　　三菱王子紙販売株式会社
浪速通運株式会社
三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH
三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH

　2024年４月１日、７月１日に実施したグループ会社の合併による組織再編に伴い、当連結会計年度において吸収合併消滅
会社６社（ＫＪ特殊紙株式会社、新北菱林産株式会社、高砂紙業株式会社、京菱ケミカル株式会社、菱紙株式会社、菱工株
式会社）を連結の範囲から除外しております。
　また、連結子会社であったカツマタ株式会社、MPM Hong Kong Limitedは清算したため、当連結会計年度より連結の範囲
から除外しております。
　また、前連結会計年度において重要性の観点から、連結の範囲から除外していたMitsubishi Paper International Inc.、MP 
Juarez LLCは清算の手続きを完了しております。

2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数　３社

主要な持分法適用会社の名称　　エム・ピー・エム・王子エコエネルギー株式会社
兵庫クレー株式会社
フォレスタル・ティエラ・チレーナ Ltda.

（2）持分法を適用しない関連会社の名称等
主要な会社の名称　　　　　　　桜井株式会社
持分法を適用しない理由　　　　 持分法を適用しない会社（５社）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重要性はないためであります。

（3）持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算期が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、下記５社の決算日は12月31日であります。
　三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH
　三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH
　三菱イメージング（エム・ピー・エム）,Inc.
　エム・ピー・イー・リアルエステートGmbH＆Co.KG
　珠海清菱浄化科技有限公司

　連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っております。

4．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法

②　デリバティブ取引
時価法
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③　棚卸資産
　主として総平均法及び移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

建物
　定額法
建物以外の有形固定資産
　定額法。なお、当社の本社その他及び一部の連結子会社において定率法を採用しております。
　ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は、期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　また、在外連結子会社については、所在地国の規定により計上しております。

②　株式給付引当金
　取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブの株式報酬に関する規程に基づく当社株式の給付に備えるため、給付
見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　当社グループは、機能商品事業及び紙素材事業の各製品の製造及び販売を主な事業としております。国内販売においては主
に顧客により製品が検収された時又は顧客に製品が到着した時に支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断している
ことから、当時点で収益を認識しておりますが、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である
場合には、出荷時に収益を認識しております。輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリス
ク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、販売奨励金等を控除した金額で算定しております。
　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
　なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認
識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払
額を差し引いた純額で認識しております。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から
年金資産（退職給付信託を含む）の額を控除した額を計上しております。
　なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職給付に係る資産に計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７～９年）による定額法により費用処理し、
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７～９年）による定額法により、その発
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生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益
累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

②　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
　なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上して
おります。

③　重要なヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。また、為替予約等が付されている
外貨建金銭債権債務等について、振当処理をしております。

④　グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

1．固定資産の減損損失（ドイツ事業）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　機能商品事業セグメントの三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbHの資金生成単位となる固定資産6,458百万円
について、欧州圏の市況悪化に伴う販売数量の減少・価格競争の激化が生じたことにより、営業利益が計画に比して著しく
悪化したことから、国際財務報告基準（IFRS）に従い、減損の兆候を識別し、減損テストを実施しております。当該資金生
成単位から得られる回収可能価額を見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値により測定し、帳簿価額と比較した結果、割
引現在価値が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失は計上しておりません。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、事業用資産については主として生産拠点である工場単位でグルーピングしております。
　減損テストは、資金生成単位から得られる見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値と帳簿価額を比較することによっ
て行っております。判定の結果、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値が帳簿価額を下回った場合、差額を減損損失
として計上します。
　当該資金生成単位から得られる見積将来キャッシュ・フローの算定は、来年度計画及び将来の事業計画を基礎としており
ます。来年度計画における主要な仮定は、製品価格や原燃料価格については足元の市況を基礎とし、主要製品の販売数量に
ついては後半にかけ緩やかに回復するとしております。また、事業構造改革の一環としてのコストダウン施策の効果を織り
込んでおります。将来の事業計画における主要な仮定は、欧州での主要製品の市場予測に基づく成長率及び一定の営業利益
率としております。現在価値算定における割引率はWACC（加重平均資本コスト）を考慮して算定しています。
　当該見積りは、連結計算書類作成時点において入手可能な情報に基づいておりますが、見積りに用いた仮定の不確実性は
高く、今後の経済情勢の変化などによって見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において固定資産の減損損失が発生
する可能性があります。

２．固定資産の減損損失（北上サイト）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　紙素材事業セグメントの当社北上工場のＮ１抄紙機の停機を決定したことにより、1,536百万円の減損損失を計上しましたが、
現状では収益性が十分に回復しておらず、継続して営業損失を計上しており、減損損失計上後の固定資産3,879百万円につい
ても減損の兆候が認められるため、減損損失の認識について判定を行いました。
　減損損失の認識の判定を行った結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの固定資産の帳簿価額を上回っ
ていたことから、追加での減損損失は認識しておりません。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、事業用資産については主として生産拠点である工場単位でグルーピングしております。
　減損損失の認識の判定は、資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって行っ
ております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要とされた場合、
帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額）まで減額し、当該帳簿価額の減少額を減損
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損失として認識します。
　当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、来年度計画及び将来の事業計画を基礎として
おります。
　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、パルプ製品の生産計画に基づいた販売数量であります。
　当該見積りは、連結計算書類作成時点において入手可能な情報に基づいておりますが、見積りに用いた仮定の不確実性は
高く、今後の経済情勢の変化などによって見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において固定資産の減損損失が発生
する可能性があります。

3．繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金負債（純額） 5,315 百万円
繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産 1,637 百万円

　これは、主にグループ通算制度を適用している会社（以下「グループ通算制度適用会社」）において計上されています。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第26号）
で示されている会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込み年度のスケジューリング
等に基づき繰延税金資産を計上しております。
　グループ通算制度適用会社の将来の課税所得の見積りは、来年度計画及び将来の事業計画を基礎としております。
　機能商品事業におけるイメージング関連製品・機能材関連製品の販売数量は今後も安定的に推移することが見込まれる一
方で、情報用紙や紙素材事業の印刷用紙の販売数量は、国内市場の構造的な需要環境の変化により影響を受けることが見込
まれます。
　来年度計画及び将来の事業計画に関する主要な仮定は、情報用紙や印刷用紙の国内需要に基づいた販売数量、北上サイト
のパルプ製品の生産計画に基づいた販売数量であります。また、原燃料価格は足元の市況を基礎として仮定しております。
　当該見積りは、連結計算書類作成時点において入手可能な情報に基づいておりますが、見積りに用いた仮定の不確実性は
高く、今後の経済情勢の変化などによって安定した課税所得の稼得ができない場合、翌連結会計年度において繰延税金資産
の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書き
に定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下

「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結計算
書類に与える影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱い
の見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。

（会計上の見積りの変更に関する注記）
　退職給付に係る会計処理における数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、2024年７月１日の子会社合併
による退職給付制度の統合を契機に、退職給付債務の計算基礎を見直した結果、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、同
日より費用処理年数を当社は９年から８年に変更しました。
　また、退職給付に係る会計処理における数理計算上の差異の費用処理年数について、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、
当連結会計年度の期首より費用処理年数を一部の連結子会社は９年～12年から７年～８年に変更しました。
　これらの変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ955百万円増加しており
ます。

（追加情報）
（業績連動型株式報酬制度）
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　当社は、当社の取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以
下あわせて、取締役等）を対象として、当社の中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識を高めること及び株主との
利害共有を促進することを目的として、会社業績及び株式価値との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とし
て、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。
　本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

（1）取引の概要
　当社は、本制度における信託として、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用しております。これ
は、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）と同様に、役位や業績目標
の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付または給付する制度です。

（2）信託に残存する自社の株式
　当該信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計
上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末は250百万円及び822,756株です。

（連結貸借対照表に関する注記）
1．担保に供している資産
①　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　機械装置及び運搬具 9百万円
担保付債務
　長期借入金（１年内返済予定額を含む） 511百万円

② 　次の資産については、工場財団根抵当権を設定しておりますが、担保付債務はないため、実質的に担保に供されている資産
ではありません。

建物及び構築物 8,312百万円
機械装置及び運搬具 8,498百万円
土地 9,462百万円
その他 41百万円
合計 26,314百万円

2．有形固定資産の減価償却累計額 408,067百万円
3．固定資産の圧縮記帳額 3,915百万円
4．保証債務等

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対して行っている債務保証額
従業員（財形住宅資金等） 129百万円
その他　１件 5百万円
合計 135百万円

5．債権流動化に伴う遡及義務 1,178百万円

（連結損益計算書に関する注記）
1．特別調査関連費用
　当社グループである三菱製紙エンジニアリング株式会社における耐熱プレスボード製品の製品検査に関する不適切行為に関連
する調査費用を特別損失として計上しております。

2．事業再構築費用
　ドイツ事業ビーレフェルト工場の事業構造改革により発生した棚卸資産評価損59百万円を事業再構築費用として特別損失に計
上しております。
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3．減損損失
　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類 減 損 損 失 額

岩手県北上市 遊休資産 建物及び機械装置等 1,536百万円

兵庫県高砂市 遊休資産 機械装置 124百万円

　遊休資産につきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、帳簿価額を備忘価額まで減額しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当 期 増 加 株 式 数 当 期 減 少 株 式 数 当 期 末 株 式 数

普通株式（株） 44,741,433 － － 44,741,433

2．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（ 百 万 円 ）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年５月30日
取締役会 普通株式 446 10.00 2024年３月31日 2024年６月10日

（注）配当金の総額には役員報酬BIP信託が保有する当社株式863,739株に対する配当８百万円を含めております。
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（ 百 万 円 ）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月30日
取締役会 普通株式 利益剰余金 669 15.00 2025年３月31日 2025年６月９日

（注）配当金の総額には役員報酬BIP信託が保有する当社株式822,756株に対する配当12百万円を含めております。

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主に機能商品事業及び紙素材事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調
達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入及びコマーシャル・ペーパーの
発行により調達しております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は
行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しましては、当社グループ
の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を随時把握する体制として
おります。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されてお
りますが、その多くは外貨建て買掛金残高により、リスクが減殺されております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定
期的に時価を把握しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債並びにファイナンス・リース取引にか
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かるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、大半の償還日は決算日後５年以内であります。こ
のうち長期のものの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取
引）を利用してヘッジしております。
　デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。ヘッ
ジの有効性の評価方法につきましては、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を
省略しております。デリバティブ取引の執行・管理につきましては、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デ
リバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するな
どの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動
することもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は次表には含めておりません（下記（注２）参照）。
　また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、コマーシャ
ル・ペーパーは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）投資有価証券

その他有価証券 17,602 17,602 －

資産　計 17,602 17,602 －

（2） 長期借入金 
（１年内返済予定長期借入金を含む）（注１） 28,131 27,856 △274

負債　計 28,131 27,856 △274

（3）デリバティブ取引 － － －

（注１）１年内返済予定長期借入金（連結貸借対照表計上額8,266百万円）を含めております。
（注２） 市場価格のない株式等である非上場株式（連結貸借対照表計上額7,211百万円）は、市場価格がないため「（１） 投資有価

証券　その他有価証券」には含めておりません。

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象とな
る資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット
を用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、
時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区 分
時 価 （ 百 万 円 ）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 17,602 － － 17,602

資産　計 17,602 － － 17,602

デリバティブ取引

　金利関連 － － － －

デリバティブ取引 － － － －

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区 分
時 価 （ 百 万 円 ）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長期借入金
（１年内返済予定長期借入金を含む） － 27,856 － 27,856

負債計 － 27,856 － 27,856

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価
に分類しております。
デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、
当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「長期借入金」参照）。 
長期借入金
　長期借入金の時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なって
いないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
　固定金利によるものは元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値により
算定しております。
　なお、金利スワップの特例処理の対象（上記「デリバティブ取引」参照）とされている長期借入金については、当該金利ス
ワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定しております。
　これらについてはレベル２の時価に分類しております。

（企業結合等に関する注記）
（共通支配下の取引等）

完全子会社の吸収合併及び連結子会社間の合併
　当社は、2024年４月１日及び７月１日付けでグループ組織再編（以下「本組織再編」）を行いました。

（1）本組織再編の目的
　当社グループは、中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）において経営基盤の強化と新しい三菱製紙グループの創造
を掲げ、取り組みを進めました。その一環として、2023年４月１日にはダイヤミック株式会社を三菱王子紙販売株式会社へ統合、
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北上サイト子会社の統合、八戸サイト子会社同士の統合などを実施しました。当期において、下記記載の当社グループ子会社
を合併することで、組織合理化による固定費削減とコーポレートガバナンスの強化を進めました。

（2）本組織再編の概要
　企業結合日を2024年４月１日及び７月１日として、以下に記載した本組織再編を行いました。
　なお、いずれも結合後企業の名称に変更はありません。
＜当社による完全子会社の吸収合併＞
①　企業結合の法的形式

　当社を吸収合併存続会社、新北菱林産株式会社、京菱ケミカル株式会社、高砂紙業株式会社、ＫＪ特殊紙株式会社を吸収
合併消滅会社とする吸収合併方式です。

②　企業結合日

2024年４月１日 新北菱林産株式会社、京菱ケミカル株式会社、高砂紙業株式会社

2024年７月１日 ＫＪ特殊紙株式会社

③　結合企業の名称及び事業の内容

結 合 企 業 の 名 称 事 業 の 内 容

存続会社 三菱製紙株式会社 紙・パルプ・感光材料の製造、加工および販売

消滅会社

新北菱林産株式会社 木材チップの製造及び購入並びに販売他

京菱ケミカル株式会社 感材・塗工紙の仕上、除菌液・消毒液の製造他

高砂紙業株式会社 紙の断裁及び選別包装

ＫＪ特殊紙株式会社 化学紙の製造、加工及び販売

＜連結子会社間の合併＞
①　企業結合の法的形式

　三菱製紙エンジニアリング株式会社を吸収合併存続会社、菱工株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式です。
②　企業結合日

　2024年４月１日
③　結合企業の名称及び事業の内容

結 合 企 業 の 名 称 事 業 の 内 容

存続会社 三菱製紙エンジニアリング株式会社 各種機械類の設計、据付及び整備、建設業

消滅会社 菱工株式会社 建設業、機械修理

＜連結子会社間の合併＞
①　企業結合の法的形式

　三菱王子紙販売株式会社を吸収合併存続会社、菱紙株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式です。
②　企業結合日

　2024年４月１日
③　結合企業の名称及び事業の内容

結 合 企 業 の 名 称 事 業 の 内 容

存続会社 三菱王子紙販売株式会社 紙、印刷製版材料、薬品等の販売

消滅会社 菱紙株式会社 保険業務、不動産賃貸、駐車場管理・運営、物品販売、葬儀仲介

16



（3）実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に
関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。

（4）非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
①　資本剰余金の主な変動要因

　合併に伴う持分比率の変動
②　非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

　0百万円
（賃貸等不動産に関する注記）

　当該賃貸等不動産の時価等については、重要性が乏しいため注記を省略しております。

（収益認識に関する注記）
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト その他
（注） 合計

機能商品事業 紙素材事業 計

　日本 42,606 75,763 118,370 661 119,031

　ヨーロッパ 23,575 － 23,575 － 23,575

　アジア 6,853 11,235 18,088 － 18,088

　北米 11,727 － 11,727 － 11,727

　その他 3,342 2 3,345 － 3,345

顧客との契約から生じる収益 88,104 87,002 175,106 661 175,767

その他の収益 － 174 174 － 174

外部顧客への売上高 88,104 87,176 175,280 661 175,942

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング業を含んでおります。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記） ４．会計方針に
関する事項 （4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約負債の残高等

　当社及び連結子会社の契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略してお
ります。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありま
せん。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な
契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に
含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産額 1,945円16銭
（2）１株当たり当期純利益 99円13銭
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合計

当 期 首 残 高 △372 46,549 4,489 4,489 51,038

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △446 △446

当 期 純 利 益 9,364 9,364

自 己 株 式 の 処 分 12 12 12

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △2,121 △2,121 △2,121

当 期 変 動 額 合 計 11 8,928 △2,121 △2,121 6,806

当 期 末 残 高 △360 55,477 2,367 2,367 57,845

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）� （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

その他利益剰余金 利 益 剰 余 金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 36,561 8,094 8,094 22 2,242 2,265

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 44 △491 △446

当 期 純 利 益 9,364 9,364

自 己 株 式 の 処 分

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 44 8,872 8,917

当 期 末 残 高 36,561 8,094 8,094 66 11,115 11,182
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法
②　その他有価証券
　　市場価格のない株式等以外のもの
　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　市場価格のない株式等
　　　移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法 ： 時価法
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品　　 ： 総平均法による原価法
仕掛品　　　　　 ： 総平均法による原価法
原材料及び貯蔵品 ： 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
2．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物
　定額法
建物以外の有形固定資産
　定額法。なお、本社その他において定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、
定額法を採用しております。

（2）無形固定資産
　定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づ
いております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

　期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産（退職給付信託）の見込額に基づき計上
しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により費用処理し、数理
計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により、その発生の翌事業
年度から費用処理しております。
　なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する
場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

（3）株式給付引当金
　取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブの株式報酬に関する規程に基づく当社株式の給付に備えるため、給付見
込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

19



4．重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　当社は、機能商品事業及び紙素材事業の各製品の製造及び販売を主な事業としております。国内販売においては主に顧客に
より製品が検収された時又は顧客に製品が到着した時に支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、
当時点で収益を認識しておりますが、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出
荷時に収益を認識しております。輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客
に移転した時に収益を認識しております。
　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、販売奨励金等を控除した金額で算定しております。
　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
　なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認
識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。

5．ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。

6．退職給付に係る会計処理の方法
　計算書類において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取り扱いが連結計算書類と異なっ
ております。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額から年金資産
の額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。

7．グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響
を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

1．固定資産の減損損失（北上工場）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

　紙素材事業セグメントの当社北上工場のN１抄紙機の停機を決定したことにより、1,536百万円の減損損失を計上しましたが、
現状では収益性が十分に回復しておらず、継続して営業損失を計上しており、減損損失計上後の固定資産3,951百万円について
も減損の兆候が認められるため、減損損失の認識について判定を行いました。
　減損損失の認識の判定を行った結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの固定資産の帳簿価額を上回っ
ていたことから、追加での減損損失は認識しておりません。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類の連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）２．固定資産の減損損失（北上サイト）」に同一の内容を記載
しているため、注記を省略しております。

2．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

　繰延税金資産（純額） 1,395百万円
　繰延税金負債と相殺前の金額は2,443百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額
14,347百万円から評価性引当額11,904百万円が控除されております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類の連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）３．繰延税金資産の回収可能性」に同一の内容を記載している
ため、注記を省略しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
ります。これによる計算書類に与える影響はありません。

（会計上の見積りの変更に関する注記）
　退職給付に係る会計処理における数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、2024年７月１日の子会社合併
による退職給付制度の統合を契機に、退職給付債務の計算基礎を見直した結果、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、同
日より費用処理年数を当社は９年から８年に変更しました。
　この変更により、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ929百万円増加しております。

（追加情報）
（業績連動型株式報酬制度）

　連結計算書類の連結注記表「（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）
1．担保に供している資産
　次の資産については、工場財団根抵当権を設定しておりますが、担保付債務はないため、実質的に担保に供されている資産で
はありません。

建　　　　　物 6,914百万円
構　　築　　物 1,398百万円
機 械 及 び 装 置  8,482百万円
車 両 運 搬 具  15百万円
工具、器具及び備品 41百万円
土　　　　　地 9,462百万円
合　　　　　計 26,314百万円

2．有形固定資産の減価償却累計額 307,846百万円
3．固定資産の圧縮記帳額 2,176百万円
4．保証債務等
①　当社従業員の財形貯蓄制度による金融機関からの借入金に対する保証 129百万円
②　金融機関からの借入金等に対する保証

エム・ピー・エム・オペレーション㈱ 511百万円
その他　１件 5百万円
合　　　　　計 517百万円

5．関係会社に対する金銭債権、金銭債務
短 期 金 銭 債 権  25,536百万円
長 期 金 銭 債 権  1,452百万円
短 期 金 銭 債 務  6,951百万円
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（損益計算書に関する注記）
1．関係会社との取引高の総額

売　　上　　高 72,956百万円
売上原価、販売費及び一般管理費 11,359百万円
営業取引以外の取引高 3,918百万円

2．減損損失
　以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類 減 損 損 失 額

岩手県北上市 遊休資産 建物及び機械装置等 1,536百万円

兵庫県高砂市 遊休資産 機械装置 124百万円

　遊休資産につきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、帳簿価額を備忘価額まで減額しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当 期 増 加 株 式 数 当 期 減 少 株 式 数 当 期 末 株 式 数

普通株式　　　（株） 939,533 1,501 40,983 900,051

（注） １．普通株式の自己株式数には役員報酬BIP信託が保有する当社株式（当事業年度末822,756株）が含まれております。
 ２．変動事由の概要

増加数の内訳は、次のとおりであります。
　単元未満株式の買取請求による増加 1,501株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
　役員報酬BIP信託による自社株式の給付による減少 40,983株
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（税効果会計に関する注記）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払費用 249百万円
退職給付引当金 1,728百万円
固定資産減損損失累計額 1,004百万円
関係会社出資金評価損 8,083百万円
関係会社株式評価損 1,146百万円
税務上の繰越欠損金 355百万円
その他 　 1,779百万円

繰延税金資産小計 14,347百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △      268百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △11,635百万円

評価性引当額小計 △11,904百万円
繰延税金資産合計 2,443百万円

繰延税金負債 
退職給付信託設定益 △       12百万円
その他有価証券評価差額金 △      690百万円
その他 △      344百万円

繰延税金負債合計 △ 1,047百万円
繰延税金資産の純額 　 1,395百万円

2．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が公布され、2026年４月１日以降に開始する事業
年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、2026年４月１日以降に開始する事業年度において解消が見
込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.6％から31.5％に変更されてい
ます。なお、この税率変更による当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
1．子会社及び関連会社

種類 会 社 の 名 称 議決権等の
所 有 割 合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容 取引金額 項 目 期末残高

子会社

％ 百万円 百万円

三 菱 王 子 紙 販 売 ㈱ 直接　99.9
間接　－

販売代理店。不動産の一部を
賃貸借。役員の兼任等があり
ます。

紙、印刷製版材料、薬品等の
販売（※注１） 65,012 売 掛 金 20,557

グループファイナンス取引
（※注１、２） 2,605 短期借入金 2,605

三 菱 ペ ー パ ー 
ホ ー ル デ ィ ン グ 
（ヨーロッパ）GmbH

直接　100.0
間接　－ 役員の兼任等があります。

資金の回収（※注１）　　 1,793
短期貸付金 1,780

資金の貸付（※注１）　　 1,780

増資の引受（※注１、３） 8,776 － －

エム・ピー・エム・王子
ホ ー ム プ ロ ダ ク ツ ㈱

直接　70.0
間接　－

同社製品の購入。原材料の供
給。役員の兼任等があります。

資金の回収（※注１）　　 242 短期貸付金 242

資金の貸付（※注１）　　 － 長期貸付金 1,452

関連
会社

エム・ピー・エム・王子
エ コ エ ネ ル ギ ー ㈱

直接　45.0
間接　－

当社からの資金融資等。役員
の兼任等があります。 資金の回収（※注１）　　 315 長期貸付金 －

（※注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に交渉の上で決定しております。
（※注２）グループファイナンスの取引金額は、前期末と当期末の増減額を記載しております。
（※注３）増資の引受は、三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbHが行った増資を当社が引き受けたものであります。
2．兄弟会社等

種類 会 社 の 名 称 議決権等の
所 有 割 合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容 取引金額 項 目 期末残高

その他
の関係
会社の
子会社

％ 百万円 百万円

O C M フ ァ イ バ ー
ト レ ー デ ィ ン グ ㈱

直接　14.0
間接　－ 輸入チップの当社への販売。 輸入チップの仕入（※注） 16,665 買 掛 金 1,730

（※注）価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に交渉の上で決定しております。

（企業結合等に関する注記）
（共通支配下との取引等）

　連結計算書類の連結注記表「（企業結合等に関する注記）（共通支配下の取引等）完全子会社の吸収合併及び連結子会社間の合
併＜当社による完全子会社の吸収合併＞と同一内容であるため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）４．重要な収益及び費用の計上基準」
に記載のとおりです。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産額 1,319円43銭
（2）１株当たり当期純利益 213円64銭
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